
令和6年度 一般廃棄物処理手数料減免申請書（指定ごみ袋減免）

年 月 日

下記の太枠内を記入してください。

宮 崎 市 長 殿

住 所

※施設、アパート、マンション名まで必ずご記入ください

ふ り が な

世帯主氏名

電 話（ ） －

※特別な事情により認定結果送付先が現住所と異なる場合は、別

途送付先を記入してください。

（送付先住所）

宮崎市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する規則第39条第1項の規定により、下記の

とおり減免を申請いたします。

記

１ 申請の理由 ※該当する申請区分にRを記入してください。

２ 手数料の種類 一般廃棄物処理手数料（指定収集袋にかかるもの）

３ 事務の種類及び取扱区分

４ その他

（１）認定のため必要な事項について関係機関に調査を行う必要があるため、下記の同意書に必ず

ご記入ください。

（２）令和6年1月2日以降に宮崎市に転入された方は、令和6年度（2024年度）の住民税の課税権を

有する市町村が発行する税証明書等の提出が必要となります。

令和６年度の住民税が非課税で、次のいずれかに該当する者が同居している世帯が対象となります。

申請区分

□ ３歳未満（出生日が令和３年５月２日以降、令和７年２月２８日まで）の乳幼児

□ 在宅で、特別障がい者手当、障がい児福祉手当及び福祉手当のいずれかを受

給している者

□ 在宅で、介護保険制度の要介護認定区分４または５の介護認定を受けている者

上記の該当者

ふりがな：

氏 名 :

□ 世帯主と同様

(世帯主と該当者が同じ場合は氏名記入なしでR)

生年月日 : 大・昭・平・令

年 月 日

同 意 書

一般廃棄物処理手数料減免対象世帯の認定のため必要な事項について、宮崎市長が

関係機関に世帯全員の状況についての報告を求めることに同意します。

住 所

世帯主氏名

様式第37号

※裏面へ続きます



（３）注意事項

①申請内容に不備がある場合、認定されませんのでご注意ください。なお、申請時と以下のような変更点が

ある場合は、必ず環境業務課にご連絡ください。

・転居した場合

・世帯主、該当者が死亡した場合

②指定ごみ袋減免交付を受けられるのは、年度内に 1世帯1人となります。

③交付枚数以上の不足分及び、中袋並びに特小袋以外の指定ごみ袋につきましては、「指定ごみ袋取扱

店」で直接ご購入ください。

宮崎市一般廃棄物処理手数料減免申請のご案内

１ 減免の内容

宮崎市の標準世帯が、一年間に使用すると算定した「宮崎市指定ごみ袋」枚数の2分の1以内（燃やせるごみ

「中袋」50枚以内、燃やせないごみ「特小袋」10枚以内）を交付します。

ただし、資格取得日により交付される枚数が異なります。

２ 申請方法

申請書に必要事項を記入し、宮崎市環境業務課（第２庁舎４階）にご提出ください。

郵送の場合は、〒880-8505 宮崎市環境業務課（住所不要）

３ 交付方法

申請により認定された世帯には、「宮崎市指定ごみ袋引換券」を郵送します。

引き換え期間内に、お近くの「宮崎市指定ごみ袋取扱店」または、「宮崎市環境業務課窓口」にて、指定された

枚数の「宮崎市指定ごみ袋」と交換してください。

※調査の結果、却下となった世帯には却下通知を郵送します。

４ 引換券発送一覧表

申請書受付日 引換券発送時期

令和 6 年 4 月 1 日～令和 6 年 5 月 31 日 令和 6 年 6 月下旬

令和 6 年 6 月 1 日～令和 6 年 6 月 30 日 令和 6 年 7 月下旬

令和 6 年 7 月 1 日～令和 6 年 7 月 31 日 令和 6 年 8 月下旬

令和 6 年 8 月 1 日～令和 6 年 8 月 31 日 令和 6 年 9 月下旬

令和 6 年 9 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日 令和 6 年 10 月下旬

令和 6 年 10 月 1 日～令和 6 年 10 月 31 日 令和 6 年 11 月下旬

令和 6 年 11 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日 令和 6 年 12 月下旬

令和 6 年 12 月 1 日～令和 6 年 12 月 31 日 令和 7 年 1 月下旬

令和 7 年 1 月 1 日～令和 7 年 1 月 31 日 令和 7 年 2 月下旬

令和 7 年 2 月 1 日～令和 7 年 2 月 28 日 令和 7 年 3 月下旬

令和 7 年 3 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 令和 7 年 4 月下旬

問い合わせ先 宮崎市環境業務課 ＴＥＬ２１－１７６２


